
  

 

 

 

 

令和３年４月１５日発行 
南部町行政だより 第２１４号 

総務課 電話６６－３１１２ 

http://www.town.nanbu.tottori.jp 

mail to / soumu@town.nanbu.tottori.jp 

情報なんぶ 
 

■ 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種受診券（定期予防接種）送付時期について ■ 

 高齢者の肺炎球菌ワクチンは予防接種法に基づく定期接種となり下記のとおり実施いたします。 

今年度は６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナワクチンの集団接種期間（４月～６月）と重なる

ことから、混乱を避けるため受診券と予診票を６月末に送付します。 

４月から６月の間に接種をご希望の方は個別に郵送しますので健康福祉課までご連絡ください。なお、

新型コロナワクチンを接種された方は、互いに２週間の接種間隔が必要となります。 

【 接 種 期 間 】 令和４年３月３１日（木）まで 

         ※ただし、医療機関の休診日は除く。 

【 対 象 者 】 下記の①または②に該当される方のうち、過去に高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種

を受けていない方 

   ① 

年齢 生年月日 

６５歳となる方 昭和３１年４月２日から昭和３２年４月１日まで 

７０歳となる方 昭和２６年４月２日から昭和２７年４月１日まで 

７５歳となる方 昭和２１年４月２日から昭和２２年４月１日まで 

８０歳となる方 昭和１６年４月２日から昭和１７年４月１日まで 

８５歳となる方 昭和１１年４月２日から昭和１２年４月１日まで 

９０歳となる方 昭和 ６年４月２日から昭和 ７ 年４月１日まで 

９５歳となる方 大正１５年４月２日から昭和２年４月１日まで 

１００歳となる方 大正１０年４月２日から大正１１年４月１日まで 

       ②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫の機能に障がいがあると厚生労働省令で認められた方（身体障がい１級程度） 

【 接 種 料 金 】 ２，０００円 ※ただし、生活保護世帯の方は無料です。 

【問い合わせ先】 健康福祉課（健康管理センターすこやか） ☎６６－５５２４ 

■ マイナポイント付与対象となるカード申請期限延長のお知らせ ■ 

 マイナポイント付与対象となるカード申請期限の延長が決まりました。 

 令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した方は、マイナポイント付与対象となります。ぜひ、

期間内にマイナンバーカードの交付申請をしていただき、マイナポイント事業をご利用ください。 

 ※マイナポイント事業期間の延長等、詳しくは広報なんぶ３月号をご覧ください。 

【問い合わせ先】 町民生活課 （天萬庁舎）☎６４－３７８１ （法勝寺庁舎）☎６６－３１１４ 

■ ふれあい道路サポート事業（燃料支給）をご利用ください ■ 

 区（地域）で町道の除草を行っていただく場合に燃料を支給します。 

【 対 象 道 路 】 地区作業で除草を行う以下の町道 

         ・集落から幹線道路へ連結する町道 

         ・集落間をつなぐ町道 

【 対 象 団 体 】 地域振興協議会、自治会等 

【 申 請 方 法 】 除草作業予定日の２週間前までに、実施申請書と作業箇所が分かる図面等を建設課へ

お持ちください。 

【 引 き 渡 し 】 町内の指定ガソリンスタンドで燃料の引き渡しを行います。 

【 支 給 燃 料 】 実施延長（ｍ）×０．０１ℓ 

         ※１集落の支給上限量は、１年度あたり３６ℓです。 

【問い合わせ先】 建設課 ☎６６－３１１５ 

■ 介護用品購入の助成をします ～南部町介護用品購入助成事業～ ■ 

 南部町では要介護者の在宅生活や介護している家族を支援することを目的に、介護用品購入の助成を行

っています。対象となるのは要介護３以上の方を在宅で介護している場合です。 

【対象者・助成方法等】 

 年度ごとに申請が必要です。申請月から利用できますので、早めに申請してください。 

対象 助成額 助成方法 
利用可能店舗 

（登録順） 

◆要介護３の要介護者 

◆町民税課税世帯に属す

る要介護４・要介護５の

要介護者を介護している

場合 

申請月から算出 

月額２，０００円 

年額２４，０００円

を上限として助成 

クーポン券（きみどり色） 

指定店で対象品目が購入

できます 

・ヤマト薬局 

・なんぶ薬局 

・介護タクシー１２３ 

（介護用品販売） 

・ウェルネス西伯店 

・ナフコ南部店 

 

※取扱品目および配達

の有無などは申請受付

時にお知らせします。 

◆町民税非課税世帯に属

する要介護４・要介護５

の要介護者を介護してい

る場合 

申請月から算出 

月額４，０００円 

年額４８，０００円

を上限として助成 

クーポン券（もも色） 

指定店で対象品目が購入

できます 

 ※対象とならない場合・・・施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 等）、病院に入所・入院

されている期間は申請・利用できません。年度途中で入院・入所された場

合は届出が必要です。 

【 対 象 品 目 】 紙おむつ（テープ止めタイプ）、リハビリパンツ、尿取りパッド、防水シーツ、 

使い捨て手袋、清拭材、ドライシャンプー、嚥下材 

【 申 請 方 法 】 介護保険被保険者証をお持ちの上、下記までお越しください。 

         ※介護保険被保険者証の有効期間をご確認ください。 

【申請・問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 



 
■ 特産センター野の花販売協議会 会員募集 ■ 

 令和３年４月から、農産物販売協議会が特産センター野の花で農産物等を販売します。農産物等を出荷

していただく会員を、下記のとおり募集します。 

【 営 業 日 時 】 土・日・月曜日、祝日 

         午前９時から午後３時 

【 募 集 要 件 】 南部町・伯耆町で農産物等を栽培している方 

【 年 会 費 】 ２，０００円 

【販売手数料】 売値（税込価格）の１５％ 

         ※販売は担当者が行いますが、商品は持ち込んでいただきます。 

【申込・問い合わせ方法】 営業日に直接、特産センター野の花までお越しください。 

【 担 当 課 】 産業課 ☎６４－３７８３ 

■ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレーについて ■ 

 鳥取県では、５月２１日・２２日の２日間、聖火リレーが実施されます。南部町では、５月２１日（金）

に実施予定です。沿道での観覧は３００名程度の方を予定しており、密を避けるために鳥取県へ事前の申

し込みが必要となります。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、コースや通過時間については県組織委員会で短縮の検

討をされています。 

観覧申込方法・コース等の詳細については、決まり次第鳥取県及び町ホームページでお知らせします。

なお、感染状況によって内容が変更となる可能性があります。 

【問い合わせ先】 鳥取県地域づくり推進部スポーツ課  ☎０８５７－２６－７９２１ 

         教育委員会事務局 人権・社会教育課 ☎６４－３７８２ 

■ 「オレンジカフェ」開催のお知らせ ■ 

 介護にかかわる方々のほか、地域のどなたでも自由に参加できる集いの場「オレンジカフェ」を開催し

ます。介護や認知症についての個別相談もできます。 

※参加申し込みは不要です。 

※新型コロナウイルス感染予防のため、中止にさせていただく場合があります。中止の場合は、防災無

線放送にてお知らせします。 

《 米やカフェ 》 

日 時 
５月１８日（火） 午前９時３０分～１１時３０分 

※ご都合に合わせてご参加ください。 

場 所 えん処 米や （旧法勝寺街道） 

内 容 お茶を飲みながら自由にお過ごしいただけます。（スタンプバッグ作り） 

お茶代 １００円 

《 さくらカフェあいみ 》 

手間、賀野地区に新しくオレンジカフェが開設されました。 

日 時 
５月２７日（木） 午後１時３０分～３時３０分 

※ご都合に合わせてご参加ください。 

場 所 「てま里」交流スペース （天萬庁舎近く） 

内 容 お茶を飲みながら自由にお過ごしいただけます。（二胡演奏もあります） 

お茶代 １００円 

【問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 

■ 市民後見人養成講座 受講生募集 ■ 

 認知症や精神・知的障がいなどにより、判断力が十分でない人の権利を守る成年後見制度で、身近な立

場で財産管理や契約手続きなどを支援する市民後見人を養成するため、市民後見人講座を開催します。 

【 対 象 者 】 年齢２０歳以上の方で、すべての講座を受講できる見込みのある方 

         成年後見制度および高齢者や障がい者に対する福祉活動に理解と熱意があり、市民後

見人として活動する意志のある方 

【 受 講 期 間 】 ５月～１１月の土曜日（全６回） 

【 時 間 】 午後１時～４時３０分 

【 場 所 】 米子市役所 ４階 ４０１会議室 

【 受 講 定 員 】 ２５名（予定） 

【 受 講 料 】 無料 

【 申 込 期 限 】 ５月２５日（火） 

【問い合わせ先】 西部後見サポートセンターうえるかむ（米子市錦町） ☎２１－５０９２ 

【 担 当 課 】 健康福祉課  ☎６６－５５２４ 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

 認知症の方を介護されている家族のつどいを開催します。 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、介護についての日頃の思いを話し合い、認知症

について勉強をしたり、介護についての相談・助言を受けることができます。 

※参加申し込みは不要です。男性介護者の方も是非ご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染予防のため、中止、場所を変更させていただく場合があります。中止の場合

は防災無線放送にてお知らせします。 

【 日 時 】 ５月２１日（金） 午前１０時～正午 

                 ※途中からの参加や退席も可能です。ご都合に合わせてご参加ください。 

【 場 所 】 天萬庁舎２階会議室 

【 参 加 費 】 １００円（茶菓代） 

【問い合わせ先】 健康福祉課 ☎６６－５５２４ 


